
 

第1号様式(第6条関係) 

審査基準・標準処理期間整理票 

処分の内容 特殊車両の通行許可 

根拠法令及び条項 道路法第47条の2 

審
査
基
準 

■有(第3条第1項に該当する場合を含む。) 

□無(根拠：第3条第2項第 号に該当) 

公表 ■する □しない(公表しない場合の根拠：第7条第2項第 号に該当) 

【内容】(※審査基準を公表する場合のみ記載すること。) 

 

下記通達より 

 特殊車両通行許可限度算定要領について（S53年道交発第99号、道企発第57

号） 

審 査 基 準 

設定年月日 
平成26年3月27日 

審 査 基 準 

最終変更年月日 
年  月  日 

標準処理期間 

■有(第5条において準用する第3条第1項に該当する場合を含む。) 

  期間(請求があった日の翌日から起算して21日以内) 

□無(根拠：第5条において準用する第3条第2項第 号に該当) 

標準処理期間 

設定年月日  
平成26年3月27日 

標準処理期間 

最終変更年月日 
年  月  日 

所管部署 都市みらい部 道路管理課 

備考  

注 審査基準が法令に具体的に規定されているため審査基準を設定する必要が

ない場合は、その旨及び当該法令の定めを審査基準の内容欄に記載すること。 

 



道路法 
（限度超過車両の通行の許可等） 
第四十七条の二 道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためや

むを得ないと認めるときは、前条第二項の規定又は同条第三項の規定による禁止若しく

は制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、

通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件

を付して、同条第一項の政令で定める最高限度又は同条第三項に規定する限度を超える

車両（次条第一項及び第七十二条の二第一項において「限度超過車両」という。）の通行

を許可することができる。 
 


